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『ネットde記帳』で対応する令和3年消費税の改正内容および様式変更は、以下のとおりです。

【改正内容】

１．e-Taxによる通知希望（加算税）の対応
・申告書に係る加算税の通知等がある場合、e-Taxで通知を受けることができるようになりました。

2．消費税計算表の変更
・e-Taxの仕様変更に伴い、「旧税率6.3%分」に金額が入力されている消費税計算表を

作成できないようになりました。

【様式変更】

変更ありません。
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１.令和3年消費税改正対応（令和4年1月リリース予定）
1-1.改正内容・様式変更
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1.令和3年消費税改正対応（令和4年1月リリース予定）
1-2.消費税申告書

(1)画面変更点

№ ナビメニュー タブ名または画面名 変更内容

1 消費税計算情
報

消費税計算情報 ・「計算表を作成する」のチェックボックスに注意喚起のコメン
トを追加

2 申告書選択 申告書選択 ・課税期間（自）が令和3年1月1日以降で旧税率8%のデータが
存在する場合、消費税計算表を作成できないチェックを追加

3 基礎金額登録 原則（旧8%）
簡易（旧8%）

・課税期間（自）が令和3年1月1日以降で「計算表を作成する」
場合、旧8%タブを非表示とするよう変更

4 所得区分別売上
＞一般
＞農業＞複数税率入力
＞不動産＞複数税率入力
＞雑所得
＞業務用固定資産

・課税期間（自）が令和3年1月1日以降の場合、「うち旧税率
6.3%分」欄を入力不可（グレーアウト）とするよう変更

5 所得区分別仕入
＞一般
＞農業
＞不動産
＞雑所得
＞業務用固定資産

・課税期間（自）が令和3年1月1日以降の場合、「うち旧税率
6.3%分」欄を入力不可（グレーアウト）とするよう変更

6 申告書・付表 申告書（一般）
申告書（簡易）

・「e-Taxによる加算税の通知を希望する」のチェックボックス
を追加

令和3年の改正内容に伴い、消費税申告書の画面を以下のとおり変更します。
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1.令和3年消費税改正対応（令和4年1月リリース予定）
1-2.消費税申告書

(2)画面イメージ

・会計期間（自）が「令和3年1月1日以降」の場合、「計算表を作成する」の後ろに
「※旧税率8％のデータがある場合、計算表は作成できません。チェックをはずしてください。」の
注意コメントを表示します。（①）

消費税計算情報

1
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1.令和3年消費税改正対応（令和4年1月リリース予定）
1-2.消費税申告書

(2)画面イメージ

・『消費税計算情報』＞［消費税計算情報］タブの「計算表を作成する」にチェックがついていて、
「旧税率８％」の仕訳データまたは基礎金額登録の入力がある場合、
課税期間（自）が「令和3年1月1日以降」の確定申告書を選択した際に、エラーメッセージを表示します。

申告書選択
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1.令和3年消費税改正対応（令和4年1月リリース予定）
1-2.消費税申告書

(2)画面イメージ

・課税期間（自）が令和3年1月1日以降で「計算表を作成する」場合は、［原則（旧8%）］タブ、
［簡易（旧8%）］タブを非表示にし、「旧税率8%」のデータを入力できないように変更します。（①、②）

基礎金額登録

【原則課税】

【簡易課税】
1

2

タブを非表示に切り替えます。

タブを非表示に切り替えます。



8

1.令和3年消費税改正対応（令和4年1月リリース予定）
1-2.消費税申告書

(2)画面イメージ

・課税期間（自）が令和3年1月1日以降の場合は、 「うち旧税率6.3%分」の各項目を入力不可（グレー）に
変更します。（①）

基礎金額登録＞所得区分別売上

【一般】

1

項目を入力不可にします。
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1.令和3年消費税改正対応（令和4年1月リリース予定）
1-2.消費税申告書

(2)画面イメージ

基礎金額登録＞所得区分別売上

【農業】

1

・課税期間（自）が令和3年1月1日以降の場合は、 「うち旧税率6.3%分」の各項目を
入力不可（グレー）に変更します。（①）

項目を入力不可にします。
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1.令和3年消費税改正対応（令和4年1月リリース予定）
1-2.消費税申告書

(2)画面イメージ

基礎金額登録＞所得区分別売上

【不動産】

1

・課税期間（自）が令和3年1月1日以降の場合は、 「うち旧税率6.3%分」の各項目を
入力不可（グレー）に変更します。（①）

項目を入力不可にします。
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1.令和3年消費税改正対応（令和4年1月リリース予定）
1-2.消費税申告書

(2)画面イメージ

基礎金額登録＞所得区分別売上

【雑所得】

【業務用固定資産】

1

2

・課税期間（自）が令和3年1月1日以降の場合は、 「うち旧税率6.3%分」の各項目を
入力不可（グレー）に変更します。（➀、②）

項目を入力不可にします。

項目を入力不可にします。
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1.令和3年消費税改正対応（令和4年1月リリース予定）
1-2.消費税申告書

(2)画面イメージ

基礎金額登録＞所得区分別仕入

【一般】【農業】【不動産】

1

2 3

・課税期間（自）が令和3年1月1日以降の場合は、 「うち旧税率6.3%分」の各項目を
入力不可（グレー）に変更します。（➀、②、③）

項目を入力不可にします。

項目を入力不可にします。項目を入力不可にします。
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1.令和3年消費税改正対応（令和4年1月リリース予定）
1-2.消費税申告書

(2)画面イメージ

基礎金額登録＞所得区分別仕入

【雑所得】

【業務用固定資産】

1

・課税期間（自）が令和3年1月1日以降の場合は、 「うち旧税率6.3%分」の各項目を
入力不可（グレー）に変更します。 （➀、②）

2

項目を入力不可にします。

項目を入力不可にします。



・「この申告書に係る通知等がある場合、e-Taxによる通知を希望します。（□ 加算税）」の
チェックボックス（初期値はチェックオフ）およびこの項目に関する注意書きを追加します。（①、②）
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1.令和3年消費税改正対応（令和4年1月リリース予定）
1-2.消費税申告書

(2)画面イメージ

申告書・付表

【原則課税】

【簡易課税】

1

項目および注意書き
を追加します。

2

項目および注意書き
を追加します。



『ネットde記帳』で対応する令和3年所得税の改正内容および様式変更は、以下のとおりです。

【改正内容】

１．税務関係書類における押印義務の見直し（令和3年度の改正事項）
・提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類において、原則として、

押印を要しないこととするほか、所要の措置が講じられました。

2．確定申告書等の記載事項（令和2年度の改正事項で、令和3年分の所得税から適用）
・確定申告書等に記載する各種所得の生じた場所は、その支払者が法人である場合、支払者の本店等の

所在地の記載に代えて、支払者の法人番号の記載によることができること等の措置が講じられました。

3．e-Taxによる通知希望（加算税）の対応
・令和3年から申告書に係る加算税の通知等がある場合、e-Taxで通知を受けることができるように

なりました。
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2.令和3年所得税改正対応（令和4年1月リリース予定）
2-1.改正内容・様式変更



【様式変更】
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2.令和3年所得税改正対応（令和4年1月リリース予定）
2-1.改正内容・様式変更

帳票名 頁
(*1)

主な様式変更内容

青色申告決算書
（一般用）

1 ・納税者氏名の「㊞」欄を削除

青色申告決算書
（農業所得用）

1 ・納税者氏名の「㊞」欄を削除

青色申告決算書
（不動産所得用）

1 ・納税者氏名の「㊞」欄を削除

収支内訳書
（一般用）

1 ・納税者氏名の「㊞」欄を削除

収支内訳書
（農業所得用）

1 ・納税者氏名の「㊞」欄を削除

収支内訳書
（不動産所得用）

1 ・納税者氏名の「㊞」欄を削除

１．個人決算書 (*1)青色申告決算書／収支内訳書の頁

※各様式の詳細は、「2-2.個人決算書(1)帳票イメージ」参照
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2.令和3年所得税改正対応（令和4年1月リリース予定）
2-1.改正内容・様式変更

帳票名 主な様式変更内容

確定申告書B 第一表 ・様式番号を「FA2201」に変更
・使用対象年分を「（令和三年分以降用）」に変更
・項目名「住所」を「現在の住所」に変更
・項目名「個人番号」を「個人番号(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ)」に変更
・納税者氏名の「㊞」欄を削除

「収入金額等」欄
・事業所得の収入金額等「営業等」欄および「農業」欄に「区分」の項目を追加
・不動産所得の収入金額等欄に「区分1」および「区分2」の項目を追加
・雑所得の収入金額等「その他」欄に「区分」の項目を追加

「税理士情報」欄
・項目名「署名押印」を「署名」に変更し、「㊞」を削除

確定申告書B 第二表 ・様式番号を「FA2301」に変更
・使用対象年分を「（令和三年分以降用）」に変更

「〇所得の内訳（所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額）」欄
・項目名を変更

(変更前）
「給与などの支払者の名称・所在地等」

（変更後）
「給与などの支払者の「名称」及び「法人番号又は所在地」等」

「○保険料控除等に関する事項 ⑬～⑯」欄
・項目名を変更

(変更前）
「○保険料控除等に関する事項 ⑬～⑯」

（変更後）
「○社会保険料控除等に関する事項 ⑬～⑯」

２．所得税申告書 （１／２）
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2.令和3年所得税改正対応（令和4年1月リリース予定）
2-1.改正内容・様式変更

帳票名 主な様式変更内容

確定申告書B 第二表 「〇住民税・事業税に関する事項」欄
・項目名を変更

(変更前）
「非上場株式の少額配当等を含む配当所得の金額」
「非居住者」

（変更後）
「非上場株式の少額配当等」
「非居住者の特例」

・「特定配当等・特定株式譲渡所得の全部の申告不要」の項目追加
・項目追加に伴い、「住民税」欄の各項目幅を調整

所得の内訳書 ・項目名を変更
（変更前）

「所得の生ずる場所又は給与などの支払者の住所・所在地、氏名・名称、電話番号」
（変更後）

「所得の生ずる場所又は給与などの支払者の氏名・名称、住所・所在地・法人番号、
電話番号」

２．所得税申告書 （２／２）

※各様式の詳細は、「2-3.所得税申告書(3)帳票イメージ」参照
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2.令和3年所得税改正対応（令和4年1月リリース予定）
2-2.個人決算書

(1)帳票イメージ
青色申告決算書（一般用） 変更箇所青色申告決算書（農業所得用）

青色申告決算書（不動産所得用）
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2.令和3年所得税改正対応（令和4年1月リリース予定）
2-2.個人決算書

(1)帳票イメージ
収支内訳書（一般用） 変更箇所収支内訳書（農業所得用）

収支内訳書（不動産所得用）
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2.令和3年所得税改正対応（令和4年1月リリース予定）
2-3.所得税申告書

(1)画面変更点

№ ナビメニュー タブ名または画面名 変更内容

1 収入・所得 収入金額・所得金額 ・下記項目に区分を追加
・「事業所得（営業等）」
・「事業所得（農業）」
・「不動産所得」欄
・「雑所得（業務）」
・「雑所得（その他）」

・「給与所得者の所得金額調整控除区分」を「給与所得」に移動
・項目追加に伴い、各所得のボタンサイズを変更

２ 収入・所得 収入・所得＞事業所得(営業等)
収入・所得＞事業所得(農業)
収入・所得＞不動産所得
収入・所得＞利子所得
収入・所得＞配当所得
収入・所得＞雑所得(業務)
収入・所得＞雑所得(その他)
収入・所得＞譲渡所得(短期)
収入・所得＞譲渡所得(長期)
収入・所得＞一時所得

・「所得の生ずる場所・支払者の氏名・名称」欄の項目名および
入力項目の位置変更
・「国税庁法人番号公表サイト」のリンク追加
・「法人番号」の項目追加

３ 収入・所得＞給与所得
収入・所得＞雑所得(公的年金等)

・「所得の生ずる場所・支払者の氏名・名称」欄の項目名および
表示項目位置の変更
・「法人番号」の項目追加

４ 収入・所得＞給与所得＞源泉徴収
票

・「国税庁法人番号公表サイト」のリンク追加
・「法人番号」の項目追加

令和3年の改正内容、公的年金等の源泉徴収票および所得税申告書の様式変更に伴い、所得税申告書の画面を
以下のとおり変更します。
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2.令和3年所得税改正対応（令和4年1月リリース予定）
2-3.所得税申告書

(1)画面変更点

№ ナビメニュー タブ名 変更内容

５ 収入・所得＞雑所得(公的年金
等)＞源泉徴収票

・「国税庁法人番号公表サイト」のリンク
・「法人番号」の項目追加
・項目名の変更

６ 山林所得・退職所得等 ・項目名の変更

７ 税金の計算等 住民税・事業税 ・項目名の変更
・「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の項目追
加

８ 申告書確認 第一表 ・項目名の変更
・下記項目に区分を追加

・「事業所得（営業等）」
・「事業所得（農業）」
・「不動産所得」欄
・「雑所得（業務）」
・「雑所得（その他）」

・「加算税希望通知」の区分追加

９ 第二表 ・項目名の変更
・「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の項目追
加

10 入力検証 入力検証 ・「営業等」、「農業」、「不動産」の区分未入力チェックを追加

※各画面の詳細は、「2-3.所得税申告書(2)画面イメージ」参照
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2.令和3年所得税改正対応（令和4年1月リリース予定）
2-3.所得税申告書

(2)画面イメージ

収入・所得＞収入金額・所得金額

・「営業等」、「農業」、「不動産」、「業務」、「その他」に「区分」を追加します。
また、区分追加に伴い、各所得ボタンのサイズを変更します。（①、③）

・「営業等」、「農業」、「不動産」の収入金額があり、該当所得の区分が未入力の場合は、
「入力検証」で警告メッセージを表示します。

・「給与所得者の所得金額調整控除区分」を「給与」欄に移動します。（②）

1

2

3

2

「区分」にマウスオーバーしたとき、
コメントを表示します。
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2.令和3年所得税改正対応（令和4年1月リリース予定）
2-3.所得税申告書

(2)画面イメージ
収入・所得＞事業所得（営業等）

・項目名を変更します。（①）
「所得の生ずる場所・支払者の氏名・名称」→「支払者の名称」「支払者の所在地」（2段に変更）
※令和2年とは、名称・所在地の入力位置が逆になっています。画面は、第二表に合わせています。

「電話番号」→「電話」
・「所得の生ずる場所・支払者の氏名・名称」欄を項目名にあわせ、上段を支払者名称（全角12文字）、

下段を住所（全角24文字）に変更します。（②）
・「法人番号」の項目および「国税庁法人番号公表サイト」のリンクを追加します。（③）

[更新］ボタン押下時に法人番号チェックを行い、13桁の正しいコードが入力されていない場合は、
メッセージを表示し、入力画面に戻ります。

※「事業所得（農業）」「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「雑所得（業務）」「雑所得(その他）」
「譲渡所得（短期）」「譲渡所得（長期）」「一時所得」についても同様の対応となります。

［更新］ボタン押下時に
法人番号にエラーがある場合のメッセージ

1

2

3
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2.令和3年所得税改正対応（令和4年1月リリース予定）
2-3.所得税申告書

(2)画面イメージ
収入・所得＞給与所得

・項目名を変更します。（①）
「所得の生ずる場所・支払者の氏名・名称」 →「支払者の名称」「支払者の所在地」（2段に変更）
※令和2年とは、名称・所在地の表示位置が逆になっています。画面は、第二表に合わせています。
「電話番号」→「電話」

・「所得の生ずる場所・支払者の氏名・名称」欄を項目名にあわせ、上段を支払者名称（全角12文字）、
下段を住所（全角24文字）に変更します。（②）

・「法人番号」の項目を追加します。（③）
※「雑所得（公的年金等）」についても同様の対応となります。

2

1 3
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2.令和3年所得税改正対応（令和4年1月リリース予定）
2-3.所得税申告書

(2)画面イメージ

収入・所得＞給与所得＞給与所得の源泉徴収票

・「法人番号」の項目および「国税庁法人番号公表サイト」のリンクを追加します。（①）
「法人番号」を入力した場合、法人番号チェックを行います。
13桁の正しいコードが入力されていない場合は、赤枠でエラー表示します。
また、［確定］ボタン押下時も同様の法人番号チェックを行います。

1

法人番号入力時にエラーがある場合のメッセージ
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2.令和3年所得税改正対応（令和4年1月リリース予定）
2-3.所得税申告書

(2)画面イメージ

収入・所得＞雑所得（公的年金等）＞公的年金等の源泉徴収票

・項目名を変更します。（①）
「特別寡婦」→「ひとり親」、「寡婦寡夫」→「寡婦」

・「法人番号」の項目および「国税庁法人番号公表サイト」のリンクを追加します。（②）
「法人番号」を入力した場合、法人番号チェックを行います。
13桁の正しいコードが入力されていない場合は、赤枠でエラー表示します。
また、［確定］ボタン押下時も同様の法人番号チェックを行います。

1

2

法人番号入力時にエラーがある場合のメッセージ
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2.令和3年所得税改正対応（令和4年1月リリース予定）
2-3.所得税申告書

(2)画面イメージ

収入・所得＞山林・退職所得等

・項目名を変更します。（①）
「所得の生ずる場所」→「所得の生ずる場所等」

1
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2.令和3年所得税改正対応（令和4年1月リリース予定）
2-3.所得税申告書

(2)画面イメージ

税金の計算＞住民税・事業税

・項目名を変更します。（①）
「非上場株式の少額配当等を含む配当所得の金額」→「非上場株式の少額配当等」
「非居住者」→「非居住者の特例」

・「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」のリストボックス（空欄／該当）を追加します。（②）
（初期値は空欄）

2

1
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2.令和3年所得税改正対応（令和4年1月リリース予定）
2-3.所得税申告書

(2)画面イメージ

申告書確認＞第一表

1
2

3

4

「令和3年 所得税申告書Ｂ 第一表」のレイアウトに
合わせた画面に変更します。

・項目タイトルを変更します。（①、②）
「住所」→「現在の住所」
「個人番号」→「個人番号(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ)」

・「収入金額等」欄の「事業（営業等）」、
「事業（農業）」、「不動産」および「雑（その他）」に
「区分」の項目を追加します。（③、④）

・「この申告書に係る通知等がある場合、e-Taxによる
通知を希望します。（□ 加算税）」のチェックボックス
（初期値はチェックオフ）およびこの項目に関する
注意書きを追加します。（⑤）

5



31

2.令和3年所得税改正対応（令和4年1月リリース予定）
2-3.所得税申告書

(2)画面イメージ

申告書確認＞第二表

「令和3年 所得税申告書Ｂ 第二表」のレイアウトに合わせた画面に変更します。
・項目タイトルを変更します。（①、②）

「給与などの支払者の名称・所在地等」→「給与などの支払者の「名称」及び「法人番号又は所在地」等」
「非上場株式の少額配当等を含む配当所得の金額」→「非上場株式の少額配当等」
「非居住者」→「非居住者の特例」

・「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の項目を追加します。（③）

3

2

1
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2.令和3年所得税改正対応（令和4年1月リリース予定）
2-3.所得税申告書

(2)画面イメージ

入力検証

・［収入・所得］タブの「営業等」、「農業」、「不動産」の収入金額があり、各区分が未入力の場合は、
［入力検証］で「営業等の区分が入力されていません。」の警告を表示します。

・複数の所得種類の区分が未入力となっている場合は、所得の種類（営業等／農業／不動産）を羅列した
メッセージを表示します。

（例）「営業等、農業、不動産の区分が入力されていません。」

1
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2.令和3年所得税改正対応（令和4年1月リリース予定）
2-3.所得税申告書

(3)帳票イメージ
確定申告書B 第一表 追加箇所 変更箇所確定申告書B 第二表
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2.令和3年所得税改正対応（令和４年1月リリース予定）
2-3.所得税申告書

(3)帳票イメージ
所得の内訳書 変更箇所
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2.令和3年所得税改正対応（令和4年1月リリース予定）
2-4.電子申告

『ネットde記帳』で対応する改正内容は、以下のとおりです。

【改正内容】

１．電子申告 所得税申告書・個人決算書 令和３年改正対応
・送信票入力＞添付書類タブ 「医療費控除の明細書、ｾﾙﾌﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ税制の明細書、医療費通知」の提出省略

のチェックボックスを入力可に変更

2．電子申告 消費税申告書 令和3年改正対応

3．電子申告 令和４年個人消費税対応
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2.令和3年所得税改正対応（令和4年1月リリース予定）
2-4.電子申告

(１)画面イメージ

送信票入力＞添付書類タブ

・ ①の箇所について提出省略のチェックボックスを入力可に変更します。

1
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2.令和3年所得税改正対応（令和4年1月リリース予定）
2-4.電子申告

(２)帳票イメージ

申告書等送信票（兼送付書）

追加箇所
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2.令和3年所得税改正対応（令和4年1月リリース予定）
2-4.電子申告

(３)第五世代税理士用電子証明書の管理ツールの事前確認

第五世代税理士用電子証明書の管理ツールがインストールされているか事前に
確認お願いします。

『アプリと機能』を開き、『第五世代税理士用電子証明書管理』がインストールされていることを確認してください。
なお、旧バージョンの管理ツールは、『第四世代税理士用電子証明書管理』となっています。第四世代の税理士用電子証明
書の有効期限は令和3年12月31日までです。

※画面はWindows10の場合です。


